
北海道森林管理局入札等監視委員会審議概要

（ホームページ掲載日：令和元年７月１２日）
開 催 日 及 び 場 所 令和元年６月１９日（水曜日） 第２会議室
委 員 大 滝 裕 子 （大滝裕子税理士・行政書士事務所）

増 谷 康 博 （朝倉・木下・増谷法律事務所）
辻 芳 晃 （辻公認会計士事務所）

審 議 対 象 期 間 平成３１年１月１日～平成３１年３月３１日

審 議 対 象 案 件 １１５件 うち、１者応札案件３４件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １件
１４件 うち、１者応札案件４件
（抽出率１２．２％） （抽出率１１．８％）

抽 出 案 件
契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

（抽出率０％）
４件 うち、１者応札案件 １件

一 般 競 争
契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

公募型指名競争 該当なし
指
名
競 工事希望型競争 該当なし

工事 争

その他の指名競争 該当なし

随 意 契 約 ０件

２件 うち、１者応札案件 ０件
一 般 競 争

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

公募型競争 該当なし
指
名
競 簡易公募型競争 該当なし
争

その他の指名競争 該当なし
業務

公募型プロポーザル 該当なし
抽
出
案 随 簡易公募型プロポー 該当なし
件 意 ザル
内 契
訳 約 標準型プロポーザル 該当なし

その他の随意契約 ０件



８件 うち、１者応札案件 ３件
一 般 競 争

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

物品・ 指 名 競 争 該当なし
役務等

随意契約（企画競争・公 該当なし
募）

随意契約（その他） ０件

（特記事項）

意見・質問 回 答

委員からの意見・質問、それに対する １ 公共工事等の各物件につい １ 季節的な要因と考えられる。
回答等 て、通常と違い応札者の数が 次年度の事業を早期発注（前倒

複数となっているが、季節的 し）したことにより、事業者は
な要因によるものか。 年度当初の事業を確保するた

め、応札者が増えたと考えられ
る。

２ 事業（工事）等級と、競争 ２ 事業（工事）等級は、予定価
参加資格等級、格付等級の違 格に基づき決定される事業（工
いは何か。また、造林及び生 事）のランクである。格付等級
産事業では、競争参加資格の は、事業者のランクである。ま
格付等級がＡ～Ｄと範囲が広 た、競争参加資格については、
いのはなぜか。 等級に応じて入札参加資格を制

限する一方で、労確法認定者
は、直近上下位１等級まで制限
緩和措置を実施しているが、こ
の措置を講じても、入札参加希
望者が少ない場合は、労確法認
定者に限り、更に１等級の拡大
措置を行っている。

３ 物品・役務の落札率が低い ３ 積算システムにより予定価格
物件について、落札結果によ が作成できない事業は、複数者
り、次回の予定価格の見直し からの見積もり徴取したものを
は行っているのか。 参考に予定価格を作成してい

る。落札結果をもって見直しは
行っていないが、低い落札率が
続くような場合があれば見直し
をする場合もある。

４ 見積もりを徴取する会社 ４ 見積もりは、競争参加資格を
は、それぞれの地域で決まっ 有する者から徴取しており、地
てるのか。また、見積もりを 域で決まっているものではな
提出した会社が入札に参加す い。また、見積もりを提出した
ることは可能か。 者が入札に参加することは可能

である。



５ 指名停止について、停止期 ５ 指名停止期間の他に、誤伐で
間の他に、誤伐であれば損害 あれば損害賠償が発生する場合
賠償は発生するのか。 もある。

委員会による意見の具申又は勧告内容 今回の審議案件については、適切に行われていたと判断する。
［これらに対し部局長が講じた措置］

事務局：北海道森林管理局総務企画部業務調整課

（注１） 必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

（注２） 公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に

規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。



北海道森林管理局入札等監視委員会苦情処理会議審議概要

開催日及び場所 令和元年６月１９日（水曜日） 第２会議室

委 員 大 滝 裕 子 （大滝裕子税理士・行政書士事務所）
増 谷 康 博 （朝倉・木下・増谷法律事務所）
辻 芳 晃 （辻公認会計士事務所）

申立日 件 名 契約方式 契約月日

再苦情申立概要 該当なし

意見・質問 回答

委員からの意見

・質問、それに

対する回答等

委員会による

意見の具申又は

勧告の内容
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